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地域と福祉のあんしん懸け橋 

いのちを敬い いのちを愛し いのちに仕えることによって 神の愛の実現に奉仕する 
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シャローム若葉広報誌 「こんにちは」 2020 年 4 月号 編集・発行 広報委員会 

【編集後記】マスク、手洗いも大切ですが免疫力を上げることも必要。栄養、睡眠、運動、入浴、そして積極的に

前向きな気持ちで！頑張ろう！日本！ （Y） 

 

読者の皆様へ 

うららかな春の訪れを感じる今日この頃ですが、

皆様はいかがお過ごしでしょうか。コロナウィルス

の影響で、外出を控えざるをえない状況下では、せ

っかくのお花見の季節にも拘わらず、美しい花々に

心が癒される機会を逸している、そういう方が多い

のではないでしょうか。例年であれば、この時期は

坂田池公園に桜を見に出かけ、4 月には佐倉チューリ

ップフェスタに参加しているのですが、今年は、車

の中から通勤途中に眺める程度になりそうです。当

施設も予定されていた行事を中止せざるを得ず、ボ

ランティア活動をされている団体の皆様にも来訪を

控えて頂いています。又、アレルギー性鼻炎をお持

ちの方はお分かりかと思いますが、頭痛や喉の痛み

、微妙な発熱等、コロナウィルスの初期症状に似た

状態が発出します。私も 2 年前に鼻の粘膜を焼く手

術をして、鼻水は出なくなったのですが、頭痛や微

熱があるように感じ（実際には、熱はない）、ビクビ

クしながら、体温を測っては、ホッとしている毎日

です。5 月の端午の節句時には、困難な時期から明る

い兆しが見え、皆様と一緒にイベントを楽しめたら

と期待しています。 

 

シャローム若葉では、今年も新卒者 1 名、社会人

経験者 6 名を 4 月より迎えることが出来ました。1

名は虹の家に、5 名は放課後等デイサービスに、も

う 1 名はあんしんケアセンター桜木に配属となりま

す。 

新規事業としまして、５月には桜木本部２F に児

童デイサービス Step+（ステッププラス）がオープ

ンします。障害を抱えたお子さん達が、社会人とな

るための準備をするために特化した学習プログラム

を活用した放課後等デイサービスです。若葉放課後

等デイサービス同様に近隣の皆様から信頼される事

業所となれるよう職員一同、研鑽を積んで頑張って

いく所存です。 

 

施設長 

高幣義嗣 

シャローム若葉 各サービス空き情報 

訪問介護 （月）〇 （火）〇 （水）〇 （木）〇 （金）〇 

ご希望に副える様対応させていただきます。 
虹の家 

現在、満床ではありますが、本入居の為には入居受付が必

要となります。随時受け付けておりますので、ご連絡下さ

い。 

デイ 空きがあります。お住いや曜日によって条件が異なりますので、ご相談頂ければ対応させて頂きます。 

月（） 火（〇） 水（〇） 木（△） 金（〇） 入浴についてはお問合せ下さいますようお願い致します。 

 

令和 2年度 入社式 

シャローム若葉の標本木、若
松事業所にあるソメイヨシノは
3月 19 日に開花宣言をしまし
た。2週間かけて満開となり、
次々と咲く花を見ながら散歩や
お花見を楽しみました。 

 

コロナウィルス渦中ではありましたが、シャローム若葉では 4 月 1 日に入社式を行いました。総勢 10 名

の対象者の内、7 名の出席があり、御覧のようにマスク着用の上、細心の注意を払いながら時間も短縮し

て、シャローム若葉で就労するにあたり最低限の必要事項の説明、辞令交付を行いました。例年ですと、お

昼にはボリューム満点のお弁当を参加者と一緒に頂くのですが、今年は、いつものお弁当屋さんが事業を廃

止してしまったとの事で、こんなところにもコロナウィルスの影響が出ていると実感しました。介護の業界

は女性が多いという事もあり、代わりに健康を考えて、ヘルシー弁当を今年は注文してみました。果たし

て、参加者みなさんのお口にあったかどうかは、知る由もありませんが、このような困難時においては、選

択肢が限られてくることは致し方のないことかもしれません。新入職員が一日も早くそれぞれの職場に慣

れ、顔を覚えて頂き、皆様から愛されるよう期待しています。 

 

作品展 

水墨画展 

沖 みや子 様 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

三育ライフ介護３原則 １．知識に基づく「正確」な介護 ２．愛の心からの「誠実」な介護 ３．健康な精神で「清潔」な介護 いつでも見学できます。いつでもご相談下さい。 シャローム（shalom）とはヘブライ語で平和、平安を意味します。 

障がいを障害にしない支援を 福祉施設におけるコロナウィルスの影響 

私達放課後等デイサービス事業は、現在増え続けている地域のニーズや保護者様からのご要望にお

応えする為、今年度 2 つ目の事業所として「児童デイサービス STEP+」をオープン致します。 

子どもの「将来の自立」、「親亡き後の生活」、これは障がいを抱えた子どもとその家族が今後必ず直面し、

悩み、危惧する最大の課題です。「親だけが支えていく」のではなく、地域として、子ども達と家族をどう支

援していくかが今求められています。 

昨今、共生社会や地域福祉と叫ばれていますが、ハード面の物のバリアフリーだけが 

整備され、ソフト面の心のバリアフリーはまだまだ不足しています。障がい者と健常者が 

お互いを理解し合い、共に助け合える社会こそが本当の共生社会の姿です。 

 

私達 STEP+では、子ども達の未来の為、今より一歩進んだ心身の自立を目指します。 

「障がいがあるから経験出来ない」のではなく、社会の様々な「あたりまえ」を経験する 

事によって、子ども達が感じる障壁は低くなり、乗り越えやすいものになると確信します。 

そして人格形成にとって重要な社会的体験や心理的体験が「放課後」の時間には詰まっ 

ています。 

 

私達は、この放課後の支援が将来を担う子ども達の自立に繋がると信じ、そして様々な発達ニーズに応

えていく為、さらにその先を見据えたチャレンジを行って参ります。 

 

世間を騒がせているコロナウィルスが在宅介護サービスをご利用の皆様と当法人にどのように影響して

いるのかについて、整理してご紹介したいと思います。 

在宅サービスについてですが、厚生労働省からの通知には、①「利用者の方々やその家族の生活を継続

する上で欠かせないものであり、十分な感染防止対策を前提として、利用者に対して必要な各種サービス

が継続的に提供されることが重要である。」とありますので、サービスをご利用される方がいる限り、私

達は社会ニーズに応えるために、サービスを提供して参ります。また、②問題となる人員配置等について

も「新型コロナウィルス感染症の患者等への対応等により、一時的に人員基準を満たすことができなくな

る場合等が想定されます。この場合において、介護報酬、人員、施設・設備及び運営基準などについて

は、柔軟な取り扱いを可能とします」とありますので、台風時などと同様な対応でも可能ということにな

ります。ただし、十分な感染防止対策が前提条件となりますが、シャローム若葉の各事業所におきまして

は、今のところ、マスクや消毒液は、夏頃まで十分に対応出来ると考えています。又、柔軟な対応をする

ために、労基署への事後の届出であっても、労働時間の延長や年度途中の変形労働時間制の合意解約を認

めることで、サービスに切れ目がないよう柔軟な運用を認める旨が厚生労働事務次官から都道府県労働局

長宛に通知されています。 

 皆様におかれましては、特に通所サービス（デイサービス）のご利用者は、自主的にお休みをされてい

る方もいらっしゃいます。稼働率が下がる事で、デイサービスの存続の可否が心配されます。 

 厚生労働省からの最新の情報では、老人福祉・介護関係の業種は、セーフティネット保証 5 号対象と追

加指定されました。つまり、必要不可欠な業種ということになりますので、営業が存続できるよう期間限

定で次のような助成金が特例措置として拡大されました。 

 

特例以外の場合の 

雇用調整助成金 

⇒ 

新型コロナウィルス感染症特例措置 

緊急対応機関（4 月 1 日から 6 月 30 日まで） 

感染防止拡大のため、この期間中は 

全国で以下の特例措置を実施 

経済上の理由により、事業活動の 

縮小を余儀なくされた事業主 

新型コロナウィルス感染症の 

影響を受ける事業主（全業種） 

生産指標要件（3 か月 10％以上低

下） 

生産指標要件（1 か月 5％以上低下） 

被保険者が対象 
雇用保険被保険者でない労働者の休業も助成

金の対象に含める 

助成率 2/3（中小）1/2（大企業） 
4/5（中小）、2/3（大企業） 

（解雇等を行わない場合は 9/10（中小）3/4（大企

業） 

計画届は事前提出 
計画届の事後提出を認める（1/24～6/30 日ま

で） 

1 年のクーリング期間が必要 クーリング期間の撤廃 

6 ヶ月以上の被保険者期間が必要 被保険者期間要件の撤廃 

支給限度日数（1 年 100 日、3 年 150

日） 

同左+上記対象期間 

 
出来れば、このような助成金は活用しないで乗り切りたいところですが、少なくともこのような仕組みがあ

るということを知っておくことは、「備えあれば憂いなし」ですね。 

シャローム若葉からのお願い 

 シャローム若葉各事業所では施設内の消

毒、職員の体調管理、マスクの着用の徹底

を行っています。ご利用者の皆様におきま

しても不安のある中、日夜予防に努めてい

る方も多いと思います。感染防止と皆様の

体調管理を含めまして右記の症状がご本

人・同居家族にある方はご利用前にサービ 
 

ス事業所に連絡をお願い致します。 

・体温 37.5℃以上 

・せき、鼻水、のどの痛みがある 

・味覚、香りを感じない 

・強いだるさ、息苦しさがある 
自粛が続きストレスが溜まっている方も少

なくないと思います。皆が一丸となり苦し

い時を乗り越えましょう。 


